
 

議案第１４号 

 

使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関

係条例の整備に関する条例の制定について 

 

使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関係条例の整

備に関する条例を次のように定める。 

平成２６年９月５日提出 
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市川市条例第  号 

使用料等に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させるための関 

係条例の整備に関する条例 

 （市川市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 市川市文化会館の設置及び管理に関する条例（昭和６０年条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用料

条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算

率をいう。第２４条において同じ。）」に改める。 

第２５条を第２６条とし、第２４条を第２５条とし、第２３条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第２４条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された

消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税



法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 市川市行徳公会堂の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第  

１８号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用料条例（平

成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。

第２２条において同じ。）」に改める。 

第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とし、第２１条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第２２条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された

消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税

法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正） 

第３条 市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第

３２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用料

条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算

率をいう。第２０条において同じ。）」に改める。 

第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とし、第１９条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第２０条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された



消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税

法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部改正） 

第４条 市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例（昭和４７年条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第６３条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用

料条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加

算率をいう。第８４条の２において同じ。）」に改める。 

第８４条の次に次の１条を加える。 

  （経過措置） 

第８４条の２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及

び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更さ

れた消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地

方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市下水道条例の一部改正） 

第５条 市川市下水道条例（昭和４７年条例第１８号）の一部を次のように改

正する。 

  第１５条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用

料条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加

算率をいう。第２６条の３において同じ。）」に改める。 

 第２６条の２の次に次の１条を加える。 

（経過措置） 

第２６条の３ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及

び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更さ

れた消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地

方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 



（市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１４年条例

第３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用料

条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算

率をいう。以下この条及び第１２条において同じ。）」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条ただし書に規定する者は、次の表に定め

る額に消費税等加算率を乗じて得た額の使用料（当該使用料に１０円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）（以下この項において「１

回使用料」という。）を納付し、又は１１回分の使用料（１回使用料に    

１０を乗じて得た額とする。）を前納しなければならない。この場合にお

いて、当該使用料を前納した者は、使用の都度、当該使用料を前納したこ

とを証する書類を提出しなければならない。 

区  分 一  般 高校生以下 

１ 回 に つ き 
自 転 車 １００円 ５０円

原動機付自転車 ２００円 １００円

第５条第３項中「１００円」の次に「に消費税等加算率を乗じて得た額（当

該額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）」を加え、同

条第４項中「５００円」を「同項本文の規定による２時間までごとの使用料

の額に５を乗じて得た額」に改め、同条第５項中「１００円」の次に「に消

費税等加算率を乗じて得た額（当該額に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）」を加える。 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第１２条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５



年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された

消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税

法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 市川市立博物館の設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項ただし書中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川

市使用料条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費

税等加算率をいう。第１６条において同じ。）」に改める。 

第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第１６条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された

消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税

法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１０

年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項第１号中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川

市使用料条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費

税等加算率をいう。以下この条及び第２２条の２において同じ。）」に改め、

同条第４項及び第６項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率」に改め

る。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（経過措置） 



第２２条の２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及

び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更さ

れた消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地

方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第９条 市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平

成１６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用料条例（平

成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。

以下同じ。）」に改める。 

  第１１条及び第１５条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率」

に改める。 

第４７条の次に次の１条を加える。 

（経過措置） 

第４７条の２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及

び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更さ

れた消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地

方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

（市川市手数料条例の一部改正） 

第１０条 市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように

改正する。 

  別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期優良住宅

建築等計画の認定の申請に対する審査の項の備考第１号中「次の表の左欄に

掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句

に」を「これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定



める額から３,０００円を減じた額に消費税等加算率（市川市使用料条例（平

成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。）

を乗じて得た額に３,０００円を加えた額」と」に改め、同号の表を削り、同

備考を同備考１とし、同備考に次のように加える。 

    ２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率

及び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴

い変更された消費税等加算率（市川市使用料条例（平成１１年条例

第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。都

市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表において同じ。）

の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税法の改正

に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

  別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料の表低炭素建築物新築

等計画の認定の申請に対する審査の項の備考第１号中「次の表の左欄に掲げ

るこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に」

を「これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める

額から３,０００円を減じた額に消費税等加算率（市川市使用料条例（平成  

１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう。）

を乗じて得た額に３,０００円を加えた額」と」に改め、同号の表を削り、同

備考を同備考１とし、同備考に次のように加える。 

    ２ 消費税法及び地方税法の改正により消費税法第２９条に規定する

税率及び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたこと

に伴い変更された消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、

当該消費税法及び地方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則

で定める。 

（市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第１１条 市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５

年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 



第２７条第１項中「１００分の１０８」を「消費税等加算率（市川市使用

料条例（平成１１年条例第３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加

算率をいう。次項及び第４４条の３において同じ。）」に改め、同条第２項

中「１００分の１０８」を「消費税等加算率」に改める。 

第４４条の２の次に次の１条を加える。 

（経過措置） 

第４４条の３ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及

び地方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更さ

れた消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地

方税法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

 （市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部

改正） 

第１２条 市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

（平成４年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の３第１項の表を次のように改める。 

区 分 一  般 高校生以下 

１回につき 

１００円に消費税等加算

率を乗じて得た額以下で

規則で定める額 

５０円に消費税等加算率

を乗じて得た額以下で規

則で定める額 

１１回分を前納

する場合 

前項一般の欄に定める規

則で定める額に１０を乗じ

て得た額以下で規則で定

める額 

前項高校生以下の欄に定

める規則で定める額に１０

を乗じて得た額以下で規

則で定める額 

備考 

１ 「１回」とは、継続する２４時間（前条第３項に規定する時間を

限って利用させる自転車置場にあっては、当該時間）以内の時間の

自転車置場の利用をいう。 

２ 「消費税等加算率」とは、市川市使用料条例（平成１１年条例第

３９号）第１条の２第１号に規定する消費税等加算率をいう（第

２２条において同じ。）。 



 第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とし、第２１条の次に次の

１条を加える。 

（経過措置） 

第２２条 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の改正により消費税法第２９条に規定する税率及び地

方税法第７２条の８３に規定する税率が改定されたことに伴い変更された

消費税等加算率の適用に関し必要な経過措置は、当該消費税法及び地方税

法の改正に係る経過措置を考慮して、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



理  由 

 

市川市使用料条例の改正を踏まえ、消費税率等の改定に合わせて使用料等

に消費税等相当額を円滑かつ適正に反映させる必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


